
 

発達障害者支援体制整備事業 

１ 概 要 

・令和２年度からの発達障害者支援センターの２箇所設置、民間委託に伴い、発達障

害の関連事業を再編した。 

  ・発達障害者支援センターと連携し、発達障害児者の支援に係る体制整備、人材養 

成、連携強化を実施する。 

 

２ 事業内容 

区 分 令和３年度の内容 

体
制
整
備 

発達障害者支援 

コーディネーター

の配置 

対象：発達障害の当事者、保護者、関係者、市町や施設

の職員 

人数：６人配置（東部４人、中西部２人） 

内容：市町だけでは対応困難なケースの相談支援、助言

指導及び地域の体制整備のための支援（調整会議

での助言、研修会、啓発活動）を実施。 

 

＜参考：R2実績（4～9月）＞ 

委託先 
相談支援人数

（実人数）
関係機関会議

研修開催

（主催・共催） 

機関コンサル

テーション 

伊豆医療福祉Ｃ 64 人 １回 ０回 ４回

ふじの郷 37 人 ０回 ２回 ８回

富岳会 78 人 １回 ０回 ３回

アスタ 30 人 ０回 ５回 ３回

ココ 21 人 ８回 １回 ３回

東遠学園 70 人 ４回 １回 35 回 

東部地区における

医療機関実地研修

の実施 

主体：県 

対象：東部地区に勤務する医師 

人数：４名養成 

回数：各３回 

内容：専門的な医療機関における陪席研修 

人
材
養
成
（
医
師
） 

かかりつけ医発達

障害対応力向上研

修 

主体：県 
対象：発達障害を日常診療しない医師（県全域） 
人数：50名程度 
回数：１回 
内容：診療における発達障害への対応や利用できる支援

機関等についての研修 

人
材
養
成 

自閉症支援講座の

開催 

主体：東部センター 

対象：支援者、保健師、保育士、教諭、福祉施設職員等

   （県全域） 

人数：50名程度 

回数：２コース各３～４回実施 

内容：自閉症支援に携わる職員向けのコース別の基礎的

な研修 

 

資料４ 



 

 

区 分 令和３年度の内容 

トレーニングセミ

ナーの実施 

主体：東部センター 
対象：事業所職員、特別支援学校教員等（県全域） 
人数：10人程度（選考有） 
回数：１回実施（２日間） 
内容：アセスメント技術の習得を目的とした実践的な研修

ペアレントメンタ

ーの養成、活用 

主体：中西部センター 

○養成研修 

対象：発達障害児の子育て経験を持つ方（県全域） 

人数：２人程度 

回数：１回（全２日間） 

○コーディネーターの配置 

配置：中西部発達障害者支援センター 

内容：養成研修修了者の派遣支援、活動内容への助言等 

人
材
養
成 

ピアサポート支援

者養成研修の開催 

主体・中西部センター 

対象：相談支援機関の職員等（県全域） 

人数：50人程度 

内容：発達障害児者を対象とした当事者活動の企画・開催、

支援者に向けた基礎研修の企画、実施や、当事者活

動の場における支援者の補助等 

連
携
強
化 

発達障害者支援 

地域協議会の開催 

対象：医療、保健、福祉、教育等の関係者 

人数：15名程度 

回数：２回（他に分科会有り） 

内容：各分野の代表者による協議会により発達障害者支援

体制の整備について検討を実施する。 

 

３ 予算 

令和３年度当初予算：３７，０５８千円 

項 目 計 
国 庫 

補 助 金 

一 般

財 源

体制整備 発達障害者支援コーディネーター 31,200 15,600 15,600

東部地区における医療機関実地研修 950 475 475

かかりつけ医発達障害対応力向上研修 145 73 72

自閉症支援講座 1,013 507 506

トレーニングセミナー 1,003 502 501

ペアレントメンターの養成、活用 1,047 524 523

ピアサポート支援者養成研修 1,000 500 500

人材養成 

小計 5,158 2,581 2,577

連携強化 静岡県発達障害者支援地域協議会 700 350 350

計 37,058 18,531 18,527

 


